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はじめに 

 
全国統一の方式の下で行う品質管理状況の調査は，本監査基準及びﾁｪｯｸﾘｽﾄに則って実施する。 

監査は，1日1工場とし，工場を往訪し，ﾋﾔﾘﾝｸﾞだけでなく社内規格，品質記録及び現認(現場

での確認)に基づいて行う。 
なお，監査対象工場は，工場の所在地が，当該地区(県)に所在する工場のみを原則とするが，

工場が県境に所在し，隣接県で監査を受けたいなど止むをえない事情がある場合はこの限りでは

ない。ただし，同一工場が，複数の県で監査を受けることはできないものとする。 

 
１．調査項目の内容 

(1)総括的事項の調査 
工場の品質管理に対する考え方，即ち経営者の品質方針，年度目標の策定とその実施に当

っての社内標準化，技術力の確保，従業員の教育・訓練，不適合の管理，環境保全，文書及

び品質記録の管理状況を重点的に調査する。 

 
(2)個別的事項の調査 

製品の管理，配合設計，原材料の管理，製造工程の管理，設備の管理，外注管理などの状

況を調査する。 

 
(3)実地調査 

計量器の計量精度の検査，製品検査及び容積検査を行う。 

 
2．監査結果の報告 

各地区会議は，監査結果を全国統一品質管理監査結果報告書にまとめ全国会議に報告する。 

 
3．その他 

平成 12 年度版以降，前年度版の削除した項目は原則として欠番とし，新規に追加した項

目には新しい番号を付す。 
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Ａ 総括的事項の調査 

項目 監査基準 
1．経営者の責任 A0101(品質方針) 

品質方針が経営者によって定められ，組織全体に伝達されて，理解されていること。 
各部署は，品質方針と整合のとれた品質目標を設定していること。 
品質目標は，その達成度が判定可能なものであること。 
経営者は，企業の経営に携わる当該部門の取締役以上の役職者とする。 
 

A0102(ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰ) 

組織の品質ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ管理ｼｽﾃﾑ(QMS)が有効に機能するために，経営者自身による品質ﾏﾈｼﾞﾒ

ﾝﾄ管理ｼｽﾃﾑの評価及び指示であるﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄﾚﾋﾞｭｰの規定を文書化し，あらかじめ定めた間隔

で実施し，記録していること。 
 

A0103(ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ会議) 

ｸﾛｰｼﾞﾝｸﾞ会議に経営者(当該部門)が出席していること。 
 

2．社内標準化 A0201(責任と権限) 

品質に影響する業務を管理，実行あるいは検証する全ての人々の責任，権限を明確にし，

文書化し，組織全体に周知させていること(組織における責任及び権限)。 
 

A0202(品質管理業務の標準化) 

品質管理業務を具体的，体系的に整備・文書化し，関係者に理解されていること。 
 

A0203(社内規格の見直し) 

社内規格が，あらかじめ定めた間隔で適切に見直され，組織全体に周知されていること。 
 

3．技術力の確保 A0301(ｺﾝｸﾘｰﾄ技士等) 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ技士，ｺﾝｸﾘ-ﾄ主任技士又は同等の有資格者が，2名以上常駐していること。ただし，

少なくとも1名は，実際に品質管理に携わっていること。 
注)・ｺﾝｸﾘｰﾄ技士及びｺﾝｸﾘ-ﾄ主任技士は，公益社団法人 日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工学会に登録していること。 

・同等の有資格者とは，技術士(ｺﾝｸﾘ-ﾄ専門)，公益社団法人 日本ｺﾝｸﾘｰﾄ工学会に登録しているｺﾝｸ

ﾘ-ﾄ診断士に限る。 
 

A0302(QMR) 

品質管理責任者(QMR)が、資格注 1)を有する管理職注 2)以上の者から選任され、登録認証機

関に届け出て配置されていること。QMR 代理者が、資格を有する者の中から1 名選任さ

れていること。 
また，QMRは，JIS Q 1001附属書B B.1 5 ロ(1)又はB.2 6に規定する職務を理解し， 
適切に業務に携わっていること。 

 
注1)QMR及びQMR代理者の資格要件は，以下の①～⑤のいずれかである。 

①大学,短期大学,工業に関する高等専門学校で品質管理に関する科目を修めて卒業した者 

②JIS登録認証機関協議会が定める｢QMR養成のための講習会基準に適合する講習会｣のうち，普通科ｺ

ｰｽ(延べ60時間以上の講習)の講習を修了した者 

③JIS登録認証機関協議会が定める｢QMR養成のための講習会基準に適合する講習会｣のうち，短期ｺｰｽ

(QC検定2級以上で延べ10時間以上の講習)を修了した者 

④IQCで，IQC ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｺｰｽ(6時間以上の講習)を修了した者 

⑤IQCで，QMR力量維持･向上のための講習会基準に適合する講習会(6時間以上の講習)を修了した者 

注2)管理職とは，社則に規定している役職者をいう。 

A0303(ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士) 

ｺﾝｸﾘ-ﾄ主任技士が常駐し，実際に品質管理に携わっていることが望ましい。 
注)ｺﾝｸﾘ-ﾄ主任技士の条件は，A0301の注に同じ。 

 

A0304(特殊ｺﾝｸﾘｰﾄの製造技術力) 

特殊ｺﾝｸﾘｰﾄを製造できる技術力として，出荷実績を有していることが望ましい。 
 

 
 



 3 

項目 監査基準 

4．教育・訓練 A0401(教育・訓練) 

製品品質に影響がある仕事に従事する要員(工程の一部を外部の者に行わせている場合は，

その者を含む)に必要な力量を明確にし，必要な力量が持てるように計画的に教育訓練し，

教育訓練の有効性を評価していること。 
 

5．不適合の管理 A0501(是正処置) 

製造工程の全ての段階において発生した不適合や不具合(監査の指摘事項を含む)につい

て，必要な是正処置を実施する手順を文書化し，実施していること。 
 

A0502(予防処置) 

製造工程の全ての段階において発生が予想される不適合について，必要な予防処置を実施

する手順を文書化し，実施していること。 
 

A0503(不適合品の管理) 

要求品質を満たさない不適合品が発生した場合，その不適合品が不注意に使用されること

を防ぐために，不適合品の処置に関連する責任・権限及び処置方法について文書化し，実

施していること。 
 

A0504(苦情処理) 

苦情処理に関する系統及びその系統を構成する各部門の職務分担，苦情処理の方法，苦情

原因の解析及び再発防止のための措置方法並びに記録票の様式及びその保管方法を文書

化し，苦情の応急措置を行うとともに，苦情原因を調査・解析して，再発防止措置を実施

していること。また，実施した再発防止措置の有効性を評価していること。 
 

6．環境保全 A0601(環境保全) 

環境保全の方法について必要な事項を全て文書化し，実施していること。 
法令の適用の有無に関わらず公害防止を担当する者(水質，一般粉じん，振動，騒音)を選

任していること。ただし，｢特定工場における公害防止組織の整備に関する法律｣の適用を

受ける工場(特定工場)は，法令上必要とされる公害防止管理者を選任していること。 
 

A0603(産業廃棄物処理) 

産業廃棄物(ｽﾗｯｼﾞ，ｺﾝｸﾘｰﾄくず)処理方法を文書化し，適正に実施していること。 
 

A0605(排水管理) 

工場排水を，工場外に排出する場合に備え，排水中和設備を設置していること。 
また，排水の中和のために濃度が 1％を超える硫酸又は塩酸を受け入れている工場におい

ては，特定化学物質作業主任者(国家資格)を選任していること。 
工場外に工場排水を排出する場合は，水素ｲｵﾝ濃度(pH)及び六価ｸﾛﾑｲｵﾝ濃度をあらかじめ

定めた間隔で測定し，排水基準に対する適合性を確認するなど排水処理を適正に行ってい

ること。 
 

７．文書及び品質記 

録の管理 

A0701(文書の識別) 

文書は，社内規格を含めて常に[最新版]を整備し，旧版と識別していること。 
 

A0702(記録の識別) 

品質記録は，容易に検索できるように識別し，保管期間を定めて整理・保管していること。 
 

A0703(ASR試験記録の永久保存) 

ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性による区分Aの骨材を使用している工場は，骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応性試験記録

を永久保存していること。 
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Ｂ 個別的事項の調査 

１．製品の管理基準 
項目 監査基準 

１．製品品質の

明確化 

B1101(製品の要求品質) 

荷卸し地点における製品の種類，要求品質，試験方法，検査方法，検査結果の合否判定基準及

び不適合品の処置について文書化していること。 
 

B1102(製品の適合性確認) 

規定した全ての試験・検査を実施し，その適合性を確認していること。 
 

２．契約内容の 

確認 

B1201(契約内容の確認) 

ﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄの納入に先立ち，顧客要求事項が適切であることを，文書により相互に確認し

ていること。契約が文書によらず口頭による場合でも，顧客要求事項がﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄの納入

に先立ち相互に合意されていること。 
 

B1202(契約内容の伝達) 

契約内容の確認事項及び修正事項について，組織内の関係部署に正確に伝達する方法を文書化

し，それに基づいて実施していること。 
 

３．容積 B1301(容積の管理基準) 

荷卸し地点におけるﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄの容積保証，試験方法，検査方法，検査結果の合否判定基

準及び不適合品の処置について文書化していること。 
 

B1302(容積の検査) 

あらかじめ定めた間隔でﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄの容積の検査を実施し，その適合性を確認しているこ

と。容積の検査は，工場出荷時に行ってもよいが，この場合の単位容積質量は，空気量のﾛｽ

を見込んで補正していること。検査方法は，材料計量又はﾄﾗｯｸｽｹ-ﾙの何れでもよい。 
 

 
２．配合設計基準 

項目 監査基準 
１．配合設計手 

 順 

B2101(配合設計手順) 

製品の配合設計手順について文書化していること。 
 

２．設計ｲﾝﾌﾟｯﾄ 

事項 

B2201(設計ｲﾝﾌﾟｯﾄ事項) 

配合設計に際しては，設計にｲﾝﾌﾟｯﾄする要求事項を文書化していること。 
要求事項には，顧客要求事項，適用される法及び基準類の要求事項，自社で取り決めた要求事

項などを含むこと。 
 

３．標準配合表 

の作成 

B2301(標準配合表) 

設計からのｱｳﾄﾌﾟｯﾄ(設計手順に従って設計した配合)は，設計検証を行い，その妥当性について

確認し，標準配合表を作成していること。 
標準配合表は，あらかじめ定めた間隔で見直していること。 
 

４．配合の変更 

と修正 

B2401(配合変更条件) 

標準配合の変更条件，時期，方法について文書化していること。 
 

B2402(配合修正条件) 

標準配合の修正条件，時期，方法について文書化していること。 
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項目 監査基準 

５．基礎資料 B2501(基礎資料) 

配合設計，ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄに含まれる塩化物含有量の計算及びｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策の方法の

基礎となる資料を備えていること。 
また，砕石及び砕砂を用いる場合には，微粒分量の範囲を決定する根拠となる資料，回収水を

用いる場合には，回収骨材使用量の設定根拠となる資料，ｽﾗｯｼﾞ水を用いる場合には，目標ｽﾗ

ｯｼﾞ固形分率の設定根拠となる資料，及び安定化ｽﾗｯｼﾞ水を用いる場合は，安定剤の使用量の設

定根拠となる資料をそれぞれ備えていること。 
また，ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰで管理する普通ｺﾝｸﾘｰﾄについては，材料分離しない配合であることを確認した

資料，及び高強度ｺﾝｸﾘｰﾄの場合には，構造体ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度と標準養生をした供試体の圧縮

強度との関係のﾃﾞｰﾀを備えていること。 
 

 
３．原材料の管理基準 

項目 監査基準 
１．ｾﾒﾝﾄ B3101(ｾﾒﾝﾄの要求品質等) 

ｾﾒﾝﾄの種類，製造業者名，出荷場所，要求品質，検査方法，検査結果の合否判定基準及び不適

合品の処置について文書化していること。 
 

B3102(ｾﾒﾝﾄの受入検査) 

ｾﾒﾝﾄの購入に際して，ｾﾒﾝﾄの要求品質をｾﾒﾝﾄの製造業者(納入業者を含む)に明示し，ｾﾒﾝﾄの製

造業者が発行する試験成績表又は第三者試験機関注)の試験成績表によってあらかじめ定めた

間隔でこれを確認していること。 
注)JIS Q 17025に適合することを認定機関によって認定された試験機関，又はJIS Q 17025のうち該当する

部分に適合していることを自らが証明している試験機関であり，かつ，次のいずれかである。 

1)国公立の試験機関 

2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律に基づき認定された法人の試験機関，又は一般社

団法人及び一般財団法人に関する法律に基づいて設立された法人の試験機関 

3)その他，これらと同等以上の能力のある機関(例えば，全国生ｺﾝｸﾘｰﾄ工業組合連合会が認定した共同試

験場など) 

以下，同様とする。 
 

B3103(ｾﾒﾝﾄの圧縮強さ) 

圧縮強さについては，あらかじめ定めた間隔，及びｾﾒﾝﾄの製造業者又は出荷場所を変更の都度，

自工場における試験成績表又は外部試験機関の試験成績表によって確認していること。ただ

し，同一ｾﾒﾝﾄの製造業者の同一出荷場所から供給を受けている複数のﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ工場の

間では，代表的試料について共同で確認してもよい。 
 

B3104(ｾﾒﾝﾄ入荷時の確認) 

ｾﾒﾝﾄの入荷の都度，納入伝票で種類，製造業者名及び出荷場所について確認していること。 
また，納入伝票に記載された種類，製造業者名及び出荷場所は，社内規格と整合していること。 
 

２．骨材 B3201(骨材の要求品質等) 

骨材の種類(砕石，砕砂，砂利及び砂の場合は産地を含む)，製造業者名(納入業者を含む)，要

求品質，試験方法，検査方法，検査結果の合否判定基準及び不適合品の処置について文書化し

ていること。 
注)ﾌｪﾛﾆｯｹﾙｽﾗｸﾞ骨材及び銅ｽﾗｸﾞ骨材を使用している工場は，これらのJISが2016年に改正されたことを受け 

て，要求品質に“環境安全品質”を加えていること。 
 

B3202(骨材製造業者による品質保証) 

あらかじめ定めた間隔で骨材製造業者から試験成績表を入手することが望ましい。ここで言う

試験成績表とは，JIS Q 1011附属書A 表A.2.1で骨材種類ごとに定められた試験成績表をい

う。 
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項目 監査基準 

２．骨材 B3203(骨材の受入検査) 

骨材の購入に際して，骨材の要求品質を骨材製造業者(納入業者を含む)に明示し，あらかじめ定

めた間隔でJIS Q 1011表A.2.1によって品質を確認していること。 
注)・骨材の塩化物含有量試験で2019年の改正箇所を見直していること。 

  ・ｽﾗｸﾞ骨材を使用している場合は，ｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策の方法を，JIS A 5308が改正されたことに合わせ 

てJIS A 5011規格群と整合させていること。 
 

B3204(骨材入荷時の確認) 

骨材の入荷の都度，目視で種類及び外観を，納入伝票で製造業者名(納入業者を含む)及び種類(砕
石，砕砂，砂利及び砂の場合は産地を含む)を確認していること。 
また，納入伝票に記載された製造業者名及び種類は，社内規格と整合していること。 
注)骨材を自社で製造している場合は，納入伝票に記載された製造業者名は，社内の部門名に読み替える。 

 

B3205(貯蔵骨材の現認) 

貯蔵されている骨材は，B3201の規定に基づいて文書化されているものと同じであること。 
B3201の規定に基づいて文書化されていない骨材がある場合には，明確に区分されて貯蔵され，

使用目的が明確になっていること。 
 

B3206(細骨材表面水率の安定化) 

細骨材の表面水率の安定化を図っていることが望ましい。 
 

B3207(骨材のｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策) 

高炉ｽﾗｸﾞ骨材及び人工軽量骨材以外の骨材を使用する場合は，JIS A 5308附属書Bに規定して

いるｱﾙｶﾘｼﾘｶ反応抑制対策を実施し，その記録を保存していること。 
 

B3208(人工軽量骨材の保管管理) 

人工軽量骨材の保管に際しては，含水率を管理していること。 
 

B3209(納入業者からの骨材購入) 

骨材を骨材納入業者から購入している場合，骨材が当該骨材の製造業者から自工場に納入され 
る経路を予め把握し，骨材の種類，産地の変更の有無が速やかに確認できること。 
 

B3210(あらかじめ混合した骨材) 

あらかじめ混合した骨材を使用する場合は，混合前の各骨材の種類及びそれらの質量混合割合

を，ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ配合計画書の所定欄に表示していること。 
 

B3211(回収骨材) 

骨材を回収できるｺﾝｸﾘｰﾄの種類，回収骨材を取り出す方法及び微粒分量の検査について文書化

していること。 

あらかじめ定めた間隔で微粒分量の検査を実施し，その適合性を確認していること。 

なお，A 法による回収骨材を使用している工場は，偏在防止対策を施した作業方法を確立して

いること。 
 

３．水 B3301(水の要求品質等) 

使用時における水の種類，要求品質，試験方法，検査方法，検査結果の合否判定基準及び不適

合品の処置について文書化していること。 
 

B3302(水の検査) 

水は，自工場における試験成績表又は第三者試験機関の試験成績表によって，あらかじめ定め

た間隔で品質を検査していること。 
 

４．混和材料 B3401(混和材料の要求品質等) 

混和材料の種類，製造業者名，要求品質，検査方法，検査結果の合否判定基準及び不適合品の

処置について文書化していること。混和材料とは，ﾌﾗｲｱｯｼｭ，膨張材，ｺﾝｸﾘｰﾄ用化学混和剤，防

せい剤，高炉ｽﾗｸﾞ微粉末，ｼﾘｶﾌｭ-ﾑ及び砕石粉である。 
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項目 監査基準 

４．混和材料 B3402(混和材料の受入検査) 

混和材料の購入に際して，混和材料の要求品質を混和材料製造業者(納入業者を含む)に明示し，

混和材料製造業者の試験成績表又は第三者試験機関の試験成績表によって，あらかじめ定めた

間隔で品質を確認するとともに，入荷の都度，銘柄，種類について伝票で確認していること。

(ﾌﾗｲｱｯｼｭ，膨張材，ｺﾝｸﾘ-ﾄ用化学混和剤，防せい剤，高炉ｽﾗｸﾞ微粉末，ｼﾘｶﾌｭ-ﾑ及び砕石粉)。 
 

B3403(JISに規定されていない混和材料の受入検査) 

JIS に規定されていない混和材料は，あらかじめ定めた間隔で，第三者試験機関の試験成績表

によって品質を確認していること。ただし，ｺﾝｸﾘ-ﾄ及び鋼材に有害な影響を及ぼさないことが

一般に認知されている場合は，製造業者の試験成績表で確認していればよい。なお，いずれの

場合も塩化物ｲｵﾝ量及び全ｱﾙｶﾘ量は，必ず確認していること。 
 

B3404(付着ﾓﾙﾀﾙ及びｽﾗｯｼﾞ水に用いる安定剤の受入検査) 

付着ﾓﾙﾀﾙ及びｽﾗｯｼﾞ水に用いる安定剤は，あらかじめ定めた間隔で，第三者試験機関の試験成績

表によって品質を確認していること。ただし，ｺﾝｸﾘｰﾄ及び鋼材に有害な影響を及ぼさないこと

が一般に認知されている場合には，製造業者の試験成績表で品質を確認していればよい。 
 

 
４．工程管理基準 

項目 監査基準 
１．目標品質 

の明確化 

B4101(目標品質の明確化) 

荷卸し地点における要求品質を満足できるように，製造工程の目標品質を文書化していること。 
 

２．配合の管 

 理 

B4201(骨材の粗粒率・実積率) 

細骨材の粗粒率及び粗骨材の実積率又は粗粒率をあらかじめ定めた間隔で検査し，規格値を外

れた場合，配合補正を行っていること。 
 

B4203(骨材の併用) 

種類，産地又は粒度の異なる複数の細骨材あるいは複数の粗骨材を併用している場合は，併用

する骨材の使用比率を文書化していること。 
 

B4205(細骨材の表面水率) 

細骨材の表面水率をあらかじめ定めた間隔で試験し，配合補正を行っていること。測定は，JIS 
A 1111，JIS A 1125，JIS A 1802又は連続測定が可能な簡易試験方法による。 
 

B4206(粗骨材の表面水率) 

粗骨材の表面水率を適時試験し，配合の補正を行っていること。 
測定は，JIS A 1125，JIS A 1803又はこれにかわる合理的な試験方法による。 
 

B4207(ｽﾗｯｼﾞ固形分率管理) 

目標ｽﾗｯｼﾞ固形分率を設定し，あらかじめ定めた間隔でｽﾗｯｼﾞ水の濃度を測定し，ﾊﾞｯﾁ濃度調整

方法又は連続濃度測定方法でｽﾗｯｼﾞ固形分率の管理を行っていること。 
また，安定化ｽﾗｯｼﾞ水を使用する場合には，ﾊﾞｯﾁ濃度調整方法でｽﾗｯｼﾞ固形分率の管理を行って

いること。 
ただし，ｽﾗｯｼﾞ水をｽﾗｯｼﾞ固形分率 1％未満で使用する場合(低濃度ｽﾗｯｼﾞ水法)には，ﾊﾞｯﾁ濃度調

整方法を用い，ｽﾗｯｼﾞ固形分率の値が管理期間毎に1％未満となることを確認していること。 
 

B4208(人工軽量骨材の含水率) 

人工軽量骨材の含水率を1回以上/使用日に試験し，配合の補正を行っていること。 
 

B4209(回収骨材の使用方法及び置換率) 

回収骨材の使用方法，回収骨材を用いるｺﾝｸﾘｰﾄの種類，粗骨材及び細骨材のそれぞれの回収骨

材置換率並びに置換率の管理期間について文書化していること。 

各骨材の置換率を管理し，記録し，その適合性を確認していること。 
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項目 監査基準 

３．材料の計 

 量 

B4301(材料計量方法) 

ｾﾒﾝﾄ，骨材，水及び混和材料の計量方法について文書化し，各材料の計量は，JIS A 5308 9.2.1
により実施していること。 
 

B4302(動荷重検査) 

計量器の計量精度をあらかじめ定めた間隔で任意の連続 5 ﾊﾞｯﾁ以上について計量器別に確認し

ていること。1 か月で連続 5 ﾊﾞｯﾁに満たない計量しか行っていなかった計量器については，使

用の都度，動荷重の検査を行って確認していること。 
 

B4303(計量記録の整備) 

購入者からの要求に備え，ﾊﾞｯﾁごとの計量記録及びこれから 1 運搬車当りの単位量を算出する

に必要なﾃﾞｰﾀを整備し，あらかじめ定めた期間保管していること。なお，計量記録から求めた1
運搬車当りの平均で表す単位量と設定値の単位量との差が，JIS A 5308  9.2.2表9に適合し

ていること。 
 

B4304(細骨材表面水率の管理) 

細骨材の実測表面水率と表面水率補正装置の設定値とは，±0.5％以内で整合していることが望

ましい。 
 

４．練混ぜ B4401(練混ぜ方法) 

練混ぜ時間及び練混ぜ量を試験に基づいて定め，文書化し，定めた条件に準じた製造を行って

いること。また，材料の投入順序についても文書化していること。 
 

B4403(ｽﾗﾝﾌﾟ・容積の目視) 

練り混ぜたｺﾝｸﾘ-ﾄのｽﾗﾝﾌﾟ(ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛ-で管理するｺﾝｸﾘ-ﾄの場合は，ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛ-)及び容積を，あらかじ

め定めた間隔で目視などによって確認し，結果を記録していること。 
 

B4404(ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ検査) 

ｽﾗﾝﾌﾟ(ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛ-で管理するｺﾝｸﾘｰﾄの場合は，ｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛ-)をあらかじめ定めた間隔で検査し，その管

理を行っていること。 
 

B4405(強度検査) 

代表的な配合を選択し，JIS A 5308の10.2に基づく方法，JIS A 1805温水養生法又はこれに

かわる合理的な方法によって，あらかじめ定めた間隔で強度を検査し，その管理を行っている

こと。ただし，代表的な配合がない場合は，任意の配合について行う。 
 

B4407(空気量検査) 

空気量をあらかじめ定めた間隔で検査し，空気量管理を行っていること。 
 

B4408(塩化物含有量検査) 

塩化物含有量をあらかじめ定めた間隔で検査し，塩化物含有量の管理を行っていること。 
普通ｴｺｾﾒﾝﾄ及び再生骨材 H を使用する場合，ｺﾝｸﾘｰﾄに溶出しない塩化物ｲｵﾝを考慮しているこ

と。 
 

B4409(単位容積質量(軽量)) 

軽量ｺﾝｸﾘｰﾄの単位容積質量を適宜検査していること。 
 

B4410(ｺﾝｸﾘｰﾄ温度) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ温度をあらかじめ定めた間隔で測定し，記録していること。 
 

B4411(単位水量) 

ｺﾝｸﾘｰﾄの単位水量をあらかじめ定めた間隔で検査し，実際の配合の適合性注1)について確認して

いることが望ましい(JIS A 5308の｢高強度ｺﾝｸﾘ-ﾄ｣は除く)。 
注1)適合性の判定基準は工場の社内規格による。 

B4412(高強度ｺﾝｸﾘｰﾄの単位水量) 

高強度ｺﾝｸﾘｰﾄを製造する際には，ｺﾝｸﾘｰﾄの単位水量をあらかじめ定めた間隔注1）で検査し，実際

の配合の適合性注2）について確認していること。 
注 1)JIS A 5308 の「高強度コンクリート」の認証を取得している工場は、あらかじめ定めた間隔は JIS Q 1011

に適合していること。 

注2)適合性の判定基準は工場の社内規格による。５ 
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項目 監査基準 

５．運搬 B4501(運搬時間) 

練混ぜを開始してから規定された運搬時間内に荷卸し地点に到着していること。ただし，購入

者との協議によって運搬時間の限度を変更してもよい。 
 

B4502(残水の排出) 

ﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄの積込みに際し，運搬車のﾄﾞﾗﾑ内の残水を完全に排出する手順について文書化

し，順守していること。 
 

B4503(ﾄﾞﾗﾑ内への加水禁止) 

ﾚﾃﾞｨ-ﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘ-ﾄの積込み後における，ﾄﾞﾗﾑ内への加水の禁止及び積込み口周辺の水洗の禁止に

ついて文書化し，順守していること。 
 

B4504(雨水対策) 

降雨時，運搬車のﾄﾞﾗﾑ内への雨水の混入を防止する手順について文書化し，順守していること。 
 

B4505(誤納防止) 

誤納防止の手順について文書化し，実施していること。 
 

B4506(納入書) 

運搬の都度，1 運搬車毎にﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ納入書を提出していることを，受領印又はｻｲﾝのあ

る受領書で確認していること。 
 

６.付着ﾓﾙﾀﾙ B4601(付着ﾓﾙﾀﾙ再利用) 

ﾄﾗｯｸｱｼﾞﾃｰﾀのﾄﾞﾗﾑの内壁，羽根などに付着しているﾌﾚｯｼｭﾓﾙﾀﾙを付着ﾓﾙﾀﾙ安定剤及びｽﾗｯｼﾞ水に

用いる安定剤を用いて再利用する場合は，その手順についてJIS A 5308附属書D及び附属書F
に基づき文書化し，実施していること。 
 

 
５．設備の管理基準 

項目 監査基準 

１．製造設備 

の管理 

B5101(ｾﾒﾝﾄ貯蔵設備) 

ｾﾒﾝﾄの貯蔵設備は，ｾﾒﾝﾄの種類別及び製造業者別に区分されていること。貯蔵が長期に亘る場 
合は，品質を評価してから使用する手順について文書化し，実施していること。 
 

B5102(ｾﾒﾝﾄの品種別貯蔵) 

区分されたｾﾒﾝﾄ貯蔵設備への誤った品種の受入れを防止するための方法又は手順を文書化し，

実施していること。 
ｾﾒﾝﾄｻｲﾛへの圧送管受入口には，品種表示板の設置等による識別表示があること。 
 

B5103(骨材貯蔵設備) 

骨材の貯蔵設備は，日常管理ができる範囲内に，骨材の種類別及び区分別に設けられており，

受け入れる骨材の種類及び区分の識別表示があること。 
また，回収骨材をB 方法で用いている場合も，その貯蔵設備は別に設けられており，識別表示

があること。 
 

B5105(細骨材貯蔵設備の上屋) 

細骨材貯蔵設備には，上屋を設けていること。 
 

B5106(粗骨材貯蔵設備の上屋) 

粗骨材貯蔵設備には，上屋を設けていること。 
 

B5107(ｺﾝﾍﾞｱのｶﾊﾞｰ) 

骨材を運搬する屋外のﾍﾞﾙﾄｺﾝﾍﾞｱには，環境保護，品質確保などのためｶﾊﾞｰを設けていること。 
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項目 監査基準 

１．製造設備 

の管理 

B5108(表面水率連続測定装置) 

細骨材表面水率の連続測定装置を設置して，あらかじめ定めた間隔でその精度を確認しながら，

工程管理に反映させていることが望ましい。 
 

B5109(骨材のﾌﾟﾚｳｪｯﾃｨﾝｸﾞ設備) 

人工軽量骨材及び再生骨材 H の貯蔵設備には，使用前日までにﾌﾟﾚｳｪｯﾃｨﾝｸﾞを終了でき，表面

水率を安定させるための方法が講じられたﾌﾟﾚｳｪｯﾃｨﾝｸﾞ設備を設置していること。 
 

B5110(骨材の受入･供給ｼｽﾃﾑ) 

骨材運搬設備は，骨材の貯蔵設備及び貯蔵ﾋﾞﾝに誤った受入･供給をしないｼｽﾃﾑになっており，

そのｼｽﾃﾑについて文書化していること。 
 

B5111(混和材料貯蔵設備) 

混和材料の貯蔵設備は，種類別，銘柄別に区分し，置場を識別して，沈殿その他品質の変化が

起こらないようになっていること。 
 

B5112(静荷重検査) 

計量器は，分銅，電気式校正器などによって，あらかじめ定めた間隔で静荷重検査を行ってい

ること。 
 

B5113(電気式校正器) 

電気式校正器は，あらかじめ定めた間隔で国公立試験機関(計量法によって指定された機関を含

む)による検査を受けていること。 
 

B5114(分銅) 

静荷重検査に用いる分銅は，あらかじめ定めた間隔で検査されていることが望ましい。分銅の

検査は，校正された秤又は校正された分銅との比較によって行う。校正された分銅とは，JCSS
標準分銅を含む実用標準分銅又は基準分銅を含む実用基準分銅である。 
 

B5115(容量変換装置) 

容量変換装置を設置しており，容量を変換したとき，各材料の計算値と指示値の差をあらかじ

め定めた間隔で検査していること。 
 

B5117(細骨材表面水率補正装置) 

細骨材表面水率補正装置を設置しており，表面水率を設定したとき，水及び細骨材の計算値と 
指示値の差をあらかじめ定めた間隔で検査していること。 
 

B5118(粗骨材表面水率補正装置) 

粗骨材表面水率補正装置を設置しており，表面水率を設定したとき，水及び粗骨材の計算値と

指示値の差をあらかじめ定めた間隔で検査していることが望ましい。 
 

B5119(混和剤過剰添加防止装置) 

混和剤計量装置には，過剰添加防止装置を設置していること。 
 

B5120(計量印字記録装置) 

計量印字記録装置を設置していること。また，計量印字記録装置は，あらかじめ定めた間隔で

任意の連続5 ﾊﾞｯﾁ以上について読取値と印字記録値との整合性を検証していること。 
 

B5120*(単位量自動算出機能付き計量印字記録装置) 

計量印字記録装置は，単位量を自動的に算出する機能付きであり，算出された単位量を納入書

(配合表)に記入していることが望ましい。 
 

B5121(ﾐｷｻ練混ぜ性能) 

ﾐｷｻの練混ぜ性能を，あらかじめ定めた間隔で検査していること。 
 

B5122(運搬車ﾄﾞﾗﾑの管理) 

運搬車のﾄﾞﾗﾑ内部に固着するｺﾝｸﾘｰﾄを，あらかじめ定めた間隔で点検し，必要の都度はつり落

としていることが望ましい。 
 

B5123(運搬車性能検査) 

運搬車の品質保持性能を，あらかじめ定めた間隔で検査していること。 
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項目 監査基準 

１．製造設備 

の管理 

B5124(ｽﾗｯｼﾞ水の濃度測定器具又は装置) 

JIS A 1806によりｽﾗｯｼﾞ水の濃度を試験する場合は，あらかじめ定めた間隔でｽﾗｯｼﾞ水濃度換算

係数を見直すこと。 
その他の方法で濃度を試験する場合は，使用するｽﾗｯｼﾞ水の濃度測定器具又は装置(自動濃度計

を含む)の精度を，あらかじめ定めた間隔で確認していること。 
また，自動濃度計を用いる場合は，あらかじめ定めた間隔でJIS A 1806又はｽﾗｯｼﾞ水の密度に

基づく方法により自動濃度計の表示値を確認し，これを記録すること。 
 

B5125(ｽﾗｯｼﾞ水濃度調整設備) 

ｽﾗｯｼﾞ水濃度調整にﾊﾞｯﾁ濃度調整方法を採用している工場は，濃度が変化しない独立したｽﾗｯｼﾞ

水濃度調整槽を保有・使用していること。また，調整槽内のｽﾗｯｼﾞ水濃度を均一化できる構造の

ものであることを試験により確認していること。 
 

B5126(ｽﾗｯｼﾞ水の自動演算装置) 

ｽﾗｯｼﾞ水の自動演算装置(ｽﾗｯｼﾞ水とｽﾗｯｼﾞ水以外の水の計量値の自動演算装置)を使用している場

合には，目標ｽﾗｯｼﾞ固形分率を設定したとき，ｽﾗｯｼﾞ水の濃度に応じて自動演算されるｽﾗｯｼﾞ水等

の指示値と計算値の誤差をあらかじめ定めた間隔で検査していること。 
 

B5127(安定化ｽﾗｯｼﾞ水の製造設備) 

安定化ｽﾗｯｼﾞ水を使用している工場は，かくはん機を備えた洗浄水槽とﾊﾞｯﾁ濃度調整方法による

ｽﾗｯｼﾞ水濃度調整槽を保有・使用していること。また，それぞれの槽において，安定剤の使用量

を記録して管理していること。 
 

２．検査設備 

の管理 

B5201(検査設備) 

JIS A 5308に規定された品質を試験・検査できる設備を有し，管理基準に基づき適切に管理し

ていること。 
注)繰返し使用する供試体用型枠の検査の頻度を，1回以上/12か月とすることが明記されていること。また，

高強度ｺﾝｸﾘｰﾄを製造している場合は，研磨機を管理すること。 

  養生水槽の温度管理として，20±2℃が明記されていること。 

外注している場合又はJIS認証工場であって，試験を認証区分の中の別工場で実施する場合は，当該試験 

の試験設備の保有は必要ないが，外注管理において外注先又は認証区分の中の別工場での保有･管理を確認 

しなければならない。 
 

B5202(試し練りﾐｷｻ) 

試し練りﾐｷｻと実機ﾐｷｻの双方で得られるｺﾝｸﾘ-ﾄの品質の相違又は相関関係について，把握して

いること。 
 

B5203(機器の設定の保護) 

圧縮強度試験機，空気量測定器，計量秤などは，検定，校正によって行った設定が無効になら

ないようにしていること。 
 

B5204(養生水槽の管理) 

恒温養生水槽は，水温を20±2℃とし，供試体を所定の状態で養生できるものであること。 
 

B5206(機器の校正) 

校正対象の検査設備を明確にし，校正手順を文書化するとともに，あらかじめ定めた間隔で，

国際又は国家計量標準にﾄﾚｰｽ可能な計量標準に照らして校正していること。そのような標準が

無い場合は，校正に用いた基準を明確にしておくこと。 
 

B5207(校正状態の識別) 

校正した検査設備は，校正状態(校正済，未校正)を明確にし，装置に識別標識を付すか，又は記

録によって校正状態を識別していること。 
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６．外注管理基準 

項目 監査基準 
１．外注管理 B6101(材料試験の外注) 

材料試験を外注している場合は，外注先の選定基準注)，外注内容，外注手続，試験結果の処置等

について文書化し，契約書を取り交わし，外注結果の適合性を確認していること。 
注)外注先は，｢JIS Q 17025に適合した機関(自己適合宣言も含む)｣であること。 

 

B6102(製造設備管理の外注) 

製造設備の管理における点検・修理，点検・校正を外注している場合は，外注先の選定基準，

外注内容，外注手続，事後の処置等について文書化し，契約書を取り交わし，外注結果の適合

性を確認していること。 
 

B6103(検査設備管理の外注) 

検査設備の管理における点検・修理，点検・校正を外注している場合は，外注先の選定基準注)，

外注内容，外注手続，事後の処置等について文書化し，契約書を取り交わし，外注結果の適合

性を確認していること。 
注)塩化物含有量測定装置の精度は，JIS Q 17025に適合した機関(自己適合宣言も含む)で確認していること。

ただし，使い捨ての塩化物含有量測定器具を使用している場合は ，その限りではない 
 

B6104(運搬車性能試験の外注) 
運搬車性能試験業務を外注している場合は，外注先の選定基準，外注内容，外注手続，試験結

果の処置等について文書化し，契約書を取り交わし，外注結果の適合性を確認していること。 
 

B6105(運搬の外注) 

運搬業務を外注している場合は，外注先の選定基準，外注内容，外注手続等について文書化し，

契約書を取り交わしていること。 
 

B6106(工程管理試験の外注) 

工程管理試験を外注している場合は，外注先の選定基準，外注内容，外注手続，試験結果の処

置等について文書化し，契約書を取り交わし，外注結果の適合性を確認していること。 
 

B6107(製品試験の外注) 

製品試験を外注している場合は，外注先の選定基準注)，外注内容，外注手続，試験結果の処置等

について文書化し，契約書を取り交わし，外注結果の適合性を確認していること。 
注)外注先は，｢JIS Q 17025に適合した機関(自己適合宣言も含む)｣であること。 

 

B6108(容積試験の外注) 

容積試験を外注している場合は，外注先の選定基準，外注内容，外注手続，試験結果の処置等

について文書化し，契約書を取り交わし，外注結果の適合性を確認していること。 
注)外注先は，｢JIS Q 17025に適合した機関(自己適合宣言も含む)｣であること。 
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Ｃ 実地調査 

項目 監査基準 
１．計量精度の 

検査 

C0101(材料の計量精度) 

任意の１運搬車分について材料の動荷重検査を行い，計量誤差がJIS A 5308の9.2.1に適合

していること。 
この検査で再検査を実施する場合は，同様に1運搬車分について検査するものとする。ただし，

再検査は1回限りとする。 
 

２．製品の検査 JIS規格品について工場又は荷卸し地点において，以下の製品検査を実施する。試料採取は，

JIS A 5308の10.1によって行う。 
 

C0201(圧縮強度) 

圧縮強度は，JIS A 5308の5.2を満足していること。 
検査用供試体は，検査証を貼付し，原則として翌日回収して，指定試験所に搬入する。 

注)検査用供試体は，検査証等を貼付し，原則として翌日回収し，運搬中の衝撃に耐えられる程度に強度が

発現してから指定試験所に搬入する。それまでは工場において標準養生(水中)を行う。 
 

C0202(ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛｰ及び空気量) 

ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛ-，及び空気量は，JIS A 5308の5.3又は5.4，及び5.5を満足していること。

ただし，工場で検査を実施する場合は，社内規格値の許容範囲内とする。この検査でｽﾗﾝﾌﾟ又

はｽﾗﾝﾌﾟﾌﾛ-，及び空気量の試験値の一方又は両方が許容範囲を外れた場合には，同一運搬車か

ら新しく試料を採取して1回に限り試験してもよい。この再試験においては，ｽﾗﾝﾌﾟ又はｽﾗﾝﾌﾟ

ﾌﾛ-，空気量ともに，規格値を満足しなければならない。 
 

C0203(ｺﾝｸﾘｰﾄ温度) 

ｺﾝｸﾘｰﾄ温度は，社内規格値を満足していること。 
 

C0205(塩化物含有量) 

塩化物含有量は，JIS A 5308の5.6を満足していること。 
 

３．容積の検査 C0206(容積) 

容積は，JIS A 5308の6.を満足していること。 
 

 


